
卸売市場法等関係事務処理要領 

 

昭和４８年３月 ２日制  定 

昭和５９年５月１６日一部改正 

平成 元 年１月２６日一部改正 

平成１２年５月２６日一部改正 

平成１３年４月 １日一部改正 

                       平成１７年５月１０日一部改正 

                     平成２０年４月 １日一部改正 

 平成２１年４月 １日一部改正 

令和元年１２月２１日一部改正 

令和２年 ６月２１日全部改正 

令和３年 ７月 １日一部改正 

 

第１ 趣旨 

 卸売市場法（昭和４６年法律第３５号，以下「法」という。）並びに卸売市場法

施行規則（昭和４６年農林省令第５２号，以下「施行規則」という。）の規定に基

づく申請，届出，報告等の事務処理については，広島県文書事務取扱規程に定め

るもののほか，この要領に定めるところによるものとする。 

 

第２ 地方卸売市場の認定申請 

 法第１３条第２項の規定に基づく市場の認定の申請は，同項各号に掲げる事項

を記載した申請書（別記様式第１号）に業務規程及び施行規則第１７条第３項に

規定する書類（誓約書の様式は，別記様式第８号による。）を添付して，知事に提

出して行うものとする。 

 

第３ 認定証 

知事は，法第１３条の認定をしたときは，認定を受けた開設者に対し，別記様

式第９号による認定証を交付するものとする。 

 

第４ 変更の認定の申請 

１ 法第１４条において読み替えて準用する法第６条第１項の規定により，変更

の認定を受けようとする地方卸売市場の開設者は，別記様式第３号による申請

書を知事に提出するものとする。 

２ この場合において，当該変更が業務規程又は施行規則第１７条第３項各号に

掲げる書類の変更を伴うときは，当該変更後の業務規程又は書類を添付するも

のとする。 



 

第５ 軽微な変更の届出 

１ 法第１４条において読み替えて準用する法第６条第２項の規定による届出は，

当該変更の日の７日後までに，別記様式第４号による届出書を知事に提出して

行うものとする。 

２ 法第１４条において読み替えて準用する法第６条第１項の農林水産省令（施

行規則）で定める軽微な変更は，次に掲げる変更とする。 

  （１）開設者の名称及び住所並びにその代表者の氏名の変更（開設者の変更を  

伴うものを除く。） 

 （２）卸売市場の名称の変更 

  （３）卸売市場の施設の変更であって，その全ての施設の面積の１０パーセン  

ト以内を増減するもの 

 （４）卸売市場の取扱品目ごとの取扱いの数量及び金額に関する事項の変更 

  （５）卸売市場の業務の運営体制に関する事項の変更（開設者の組織の人員の  

１０パーセント以上を減少するものを除く。） 

 （６）卸売市場の業務の運営に必要な資金の確保に関する事項の変更 

  （７）卸売市場の卸売業者に関する事項の変更（卸売業者の変更を伴うもの及  

び当該地方卸売市場のいずれかの取扱品目について卸売業者が存在しな

くなるものを除く。） 

 （８）卸売業者以外の取引参加者その他の関係事業者に関する事項の変更 

  （９）業務規程の変更（法第１３条第５項第３号イからハまで並びに第４号イ  

及びロに掲げる事項並びに遵守事項の内容の変更を伴うものを除く。） 

３ 開設者は、２の（３）から（９）までに掲げる変更については、その年度に

係る運営状況報告書（別記様式第７号）をもって、１の規定による届出書の提

出に代えることができる。 

４ １の届出書の提出又は３の報告をする場合において、当該変更が業務規程又

は施行規則第１７条第３項各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後

の業務規程又は書類を添付するものとする。 

 

第６ 休止又は廃止の届出 

法第１４条において読み替えて準用する法第７条の規定による届出は，休止

又は廃止の日の３０日前までに，別記様式第５号による届出書を知事に提出し

て行うものとする。 

 

第７ 開設者による運営状況報告書の提出 

１ 法第１４条において読み替えて準用する法第１２条第１項の規定による報告

は，毎年度経過後４月以内に，別記様式第７号による報告書を，知事に提出し

て行うものとする。 



２ 前項の報告書には，当該地方卸売市場の卸売業者の最新の事業報告書（別記

様式第２号）を添付するものとする。 

３ 卸売業者は，法第１３条第５項第５号の表の５の項（２）の規定に基づく事

業報告書を，事業年度ごとに，別記様式第２号により作成し，当該事業年度経

過後９０日以内に，賃借対照表，損益計算書を添えて開設者に提出するものと

する。 

 

第８ 中央卸売市場の認定申請 

  法第１４条において読み替えて準用する法第８条第２項の規定による届出は、

法第４条第１項の認定の申請後速やかに別記様式第６号による届出書を知事に

提出して行うものとする。 

 

附則 

（施行期日） 

  １ この要領は，令和２年６月２１日から施行する。 

附則 

（施行期日） 

  １ この要領は，令和３年７月１日から施行する。 

 


